
熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領 
（趣旨）        

第１条  この要領は、畜産特別支援資金融通事業実施要綱（平成25年2月26日付け24

農畜機第4699号。以下「実施要綱」という。）第１の１に定めるもののほか、大家

畜・養豚特別支援資金の融通に関する取扱いについて、必要な事項を定めるもの

とする。  

             

（資金の種類）   

第２条  大家畜・養豚特別支援資金は、経営改善及び技術指導と併せて、融資機関

による借入金の条件緩和とともに、償還負担の軽減を図るために必要な既借入金

の借換えに要する「経営改善資金」及び「経営継承資金」の２種類からなる「新規

貸付資金」、並びに過去に貸し付けた資金の利子補給の助成及び見直し計画の作

成指導等を行う「過去対策資金」とする。 

             

（融資対象者）   

第３条  新規貸付資金の融資対象者は、既借入金の借入残高並びに年償還額、大家

畜及び養豚経営部門の収支、各年度において償還可能な額からみて既借入金の償

還が困難と認められる者であって、実施要綱別添１の第２の２の（５）に規定する

大家畜経営改善計画又は養豚経営改善計画（以下「経営改善計画」という。）につ

いて知事の承認を受けた者とする。 

               

（融資機関）     

第４条 熊本県大家畜・養豚特別支援資金の融資を取り扱う金融機関（以下「融資機

関」という。）は、次に掲げる機関とする。 

（１）農業協同組合 

（２）農業協同組合連合会 

（３）農林中央金庫 

（４）知事が指定した銀行、信用金庫及び信用協同組合 

なお、融資機関の指定については、融資機関は融資機関指定承認申請書（別記第１号

様式）を知事に提出し、適当と認めたときは、知事は融資機関へ融資機関指定通知書（別

記第２号様式）を交付する。 

 

（県の助成） 

第５条  県は、市町村が融資機関に対し新規貸付資金の利子補給金として、次の算

式Ａ以上の割合で算出した額を交付したときは、算式Ｂ以内の割合で算出した額

を予算の範囲内で熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項（平成２４年熊

本県告示第６９４号）の定めるところにより当該市町村に助成するものとする。 

    算式Ａ  （ａ－ｂ－ｃ）×１７／４０    ※小数点第２位未満四捨五入 

    算式Ｂ  （ａ－ｂ－ｃ）×１３／４０    ※小数点第２位未満四捨五入 

  ただし、ａは実施要綱別添１の第２の２の（９）のオの基準金利に基づき理事長が

別に定める融資機関の貸付金利、ｂは実施要綱別添１の第２の２の（９）のカで定

める利子補給率、ｃは実施要綱別添１の第２の２の（９）のオで理事長が別に定め

る貸付利率とする。 

２  前項の規定により県が市町村に助成する期間は、貸付後１０年以内とする。 

３  知事は、新規貸付資金を借り受けた者が実施要綱又はこの事務取扱要領に違反

したと認められる場合は、市町村に対し、利子補給助成金の全部若しくは一部の交



付を打ち切り、又は既に交付した利子補給助成金の全部若しくは一部の返還を命

じることができるものとする。 

 

（融資の条件） 

第６条  融資機関が行う新規貸付資金の融資条件は、次に掲げるとおりとし、その

詳細については、実施要綱の定めるところによるものとする。 

（１）新規貸付資金により借換えを行うことができる資金は、融資対象者が借り入

れた大家畜又は養豚経営に必要な資金のうち償還が困難なものとする。 

（２）貸付期間は、令和５年度から令和９年度までとする。 

（３）償還期間（据置期間を含む。）及び据置期間は、経営改善資金にあっては大家

畜が１５年（特認及び残高借換にあっては２５年）以内及び３年以内（特認及び

残高借換にあっては５年）、養豚が７年（特認及び残高借換にあっては１５年）

以内及び３年以内（特認及び残高借換にあっては５年）、経営継承資金にあって

は大家畜が２５年以内及び５年以内、養豚が１５年以内及び５年以内とする。 

（４）貸付限度額は、知事が承認した経営改善計画に定める借入額とする。 

（５）貸付利率は、実施要綱別添１の第２の２の（９）のオで理事長が別に定める貸

付利率とする。 

（６）償還方法は、年賦元金均等償還とする。 

 

（事業の承認申請） 

第７条  新規貸付資金の借入れを希望する者（以下「借入希望者」という。）は、経

営改善計画と別表に定める添付書類を添えた熊本県大家畜・養豚特別支援資金経

営改善計画承認申請書（別記第３号様式）を、融資機関の長に提出するものとす

る。 

２  融資機関の長は、借入希望者が実施要綱別添１の第２の２の（３）、（４）、

（９）のイの(ア)及びウの（ア）に規定する貸付対象者の要件に適合することを確

認し、経営改善計画により経営改善が見込まれると認めるときは、前項の申請書に

実施要綱別添１の第２の２の（６）に規定する融資機関支援計画（以下「支援計画」

という。）と別表に定める添付書類を添えた熊本県大家畜・養豚特別支援資金支援

計画等承認申請書（別記第４号様式）を、関係市町村長に提出するものとする。 

３  市町村長は、経営改善計画及び支援計画の内容を確認し適当と認めるときは、

前項の申請書を添えた熊本県大家畜・養豚特別支援資金補助対象事業承認申請書

（別記第５号様式）を関係広域本部長又は広域本部地域振興局長。以下「広域本部

長等」という。）を経由して、知事（団体支援課）に提出するものとする。 

４  知事は、借受希望者が養豚経営である場合は、家畜伝染病予防法に基づく飼養

衛生管理基準の遵守状況を確認のうえ、経営改善計画及び支援計画により経営改

善が見込まれると認められるときは、改善計画及び支援計画を承認し、承認通知書

（別記第６号様式から別記第８号様式まで）により広域本部長等を経由し、借入希

望者、融資機関の長及び市町村長に通知するものとする。 

５  融資機関の長は、大家畜・養豚特別支援資金の貸付けを実行したときは、すみ

やかに熊本県大家畜・養豚特別支援資金貸付実行報告書（別記第９号様式）を関係

市町村長及び広域本部長等を経由して知事（団体支援課）に提出するものとする。 

 

（見直し計画の承認申請） 

第８条  新規貸付資金を借り入れた者（以下「借入者」という。）は、実施要綱別添

１の第２の２の（１１）に基づき作成年度の翌年から据置期間終了後５年が経過



する年まで（以下「見直し期間」という。）、毎年度経営改善計画の見直しを行い、

経営改善計画と別表に定める添付書類を添えた大家畜・養豚特別支援資金経営改

善計画見直し承認申請書（別記第１０号様式）を、融資機関の長に提出するものと

する。 

２ 前項の見直し期間は、経営改善計画の達成状況を踏まえ、大家畜特別支援資金

にあっては１年から２５年まで、養豚特別支援資金にあっては１年から１５年ま

で変更できるものとし、見直し期間の終了に当たっては、実施要綱別添１の第２の

２の（１１）のアの（ア）、（イ）及び知事が定める審査基準に合致することとし

て、知事が承認するものとする。 

３  融資機関の長は、経営改善計画により経営改善が見込まれると認めるときは、

実施要綱別添１の第２の２の（１１）のイに基づき、同条第１項の見直し期間につ

き、毎年度支援計画の見直しを行い、同条第１項の申請書に支援計画と別表に定め

る添付書類を添えた熊本県大家畜・養豚特別支援資金支援計画等見直し承認申請

書（別記第１１号様式）を、関係市町村長及び広域本部長等を経由して、知事（団

体支援課）に提出するものとする。 

４  知事は、経営改善計画及び支援計画により経営改善が見込まれると認められる

ときは、経営改善計画及び支援計画を承認し、承認通知書を広域本部又は広域本部

地域振興局を経由し、借入者、融資機関の長及び市町村長に通知するものとする。 

 

（過去対策資金） 

第９条 過去対策資金については、融資機関に対して市町村が交付する利子補給金に対す

る助成及び経営改善計画等の達成のための指導及び支援を行う。 

 （１）市町村が交付する利子補給金に対する助成対象となる資金 

ア 廃止される前の熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領（平成２０年７月２

５日付け団支第５９６号）で定める大家畜・養豚特別支援資金 

イ 廃止される前の熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領（平成２５年３月２

９日付け団支第８９４号）で定める大家畜・養豚特別支援資金 

ウ 令和５年７月１２日付け改正前の熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要

領で定める大家畜・養豚特別支援資金のうち新規貸付資金 

 （２）指導及び支援の対象となる計画 

ア 廃止される前の熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領（平成２０年７月２

５日付け団支第５９６号）で定める経営改善計画及び支援計画 

イ 廃止される前の熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領（平成２５年３月２

９日付け団支第８９４号）で定める経営改善計画及び支援計画 

ウ 令和５年７月１２日付け改正前の熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要

領で定める新規貸付資金に係る経営改善計画及び支援計画 

２ 融資の条件 

融資機関が行う貸付資金の融資条件は、次に掲げるとおりとし、その詳細については、

実施要綱の定めるところによるものとする。 

（１）前項の（１）のアの資金の貸付期間は平成２０年度から平成２４年度まで、前項の

（１）のイの資金の貸付期間は、平成２５年度から平成２９年度まで、前項の（１）の

ウの資金の貸付期間は平成３０年度から令和４年度までとする。 

（２）償還期間（据置期間を含む。）及び据置期間は、経営改善資金にあっては大家畜が

１５年（特認及び残高借換にあっては２５年）以内及び３年以内（特認及び残高借換に

あっては５年）、養豚が７年（特認及び残高借換にあっては１５年）以内及び３年以内

（特認及び残高借換にあっては５年）、経営継承資金にあっては大家畜が２５年以内及



び５年以内、養豚が１５年以内及び５年以内とする。 

（３）貸付利率は、実施要綱別添１の第３の２の（５）のエの別表２及び別表５で定める

貸付利率とする。 

３ 県の助成 

（１）県は、市町村が融資機関に対し大家畜・養豚特別支援資金の利子補給金として、次

の算式Ａ以上の割合で算出した額を交付したときは、算式Ｂ以内の割合で算出した額を

予算の範囲内で熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項（平成２４年熊本県告示

第６９４号）の定めるところにより当該市町村に助成するものとする。 

算式Ａ  （ａ－ｂ－ｃ）×１７／４０    ※小数点第２位未満四捨五入 

算式Ｂ  （ａ－ｂ－ｃ）×１３／４０    ※小数点第２位未満四捨五入 

ただし、ａは実施要綱別添１の第３の２の（５）のエの別表２及び別表５で定める融

資機関の貸付金利、ｂは実施要綱別添１の第３の２の（５）のエの別表２及び別表５で

定める利子補給率、ｃは実施要綱別添１の第３の２の（５）のエの別表２及び別表５で

定める貸付利率とする。 

（２）前の規定により県が市町村に助成する期間は、貸付後１０年以内とする。 

（３）知事は、借入者が実施要綱又はこの事務取扱要領に違反したと認められる場合は、

市町村に対し、利子補給助成金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付し

た利子補給助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができるものとする。 

４ 過去対策資金の見直し計画の承認申請 

（１）平成２０年度から令和元年度までの貸付資金の借入者は、実施要綱別添１の第３の

２の（６）のイに基づき作成年度から５年にわたり（ただし、知事が必要と認めた場合

は１０年以内）、毎年度経営改善計画の見直しを行い、経営改善計画と別表に定める添

付書類を添えた大家畜・養豚特別支援資金経営改善計画見直し承認申請書（別記第１０

号様式）を、融資機関の長に提出するものとする。 

（２）令和２年度から令和４年度までの貸付資金の借入者は、作成年度の翌年から据置

期間終了後５年が経過する年まで、毎年度経営改善計画の見直しを行い、経営改

善計画と別表に定める添付書類を添えた大家畜・養豚特別支援資金経営改善計画

見直し承認申請書（別記第１０号様式）を、融資機関の長に提出するものとする。 

（３）前号の見直し期間は、経営改善計画の達成状況を踏まえ、大家畜特別支援資金

にあっては１年から２５年まで、養豚特別支援資金にあっては１年から１５年ま

で変更できるものとし、見直し期間の終了に当たっては、実施要綱別添１の第２

の２の（１１）のアの（ア）、（イ）及び知事が定める審査基準に合致することと

して、知事が承認するものとする。 

（４）融資機関の長は、経営改善計画により経営改善が見込まれると認めるときは、実施

要綱別添１の第３の２の（６）のエに基づき作成年度から５年にわたり（ただし、見直

し期間が延長された場合にあっては、見直し期間中）、毎年度支援計画の見直しを行い、

前項の申請書に支援計画と別表に定める添付書類を添えた熊本県大家畜・養豚特別支援

資金支援計画等見直し承認申請書（別記第１１号様式）を、関係市町村長及び広域本部

長等を経由して、知事（団体支援課）に提出するものとする。 

（５）知事は、経営改善計画及び支援計画により経営改善が見込まれると認められるとき

は、経営改善計画及び支援計画を承認し、承認通知書を広域本部又は広域本部地域振興

局を経由し、借入者、融資機関の長及び市町村長に通知するものとする。 

 

（事業の推進指導） 

第1０条 融資機関は、借入者の個別指導を行う指導員を設置するとともに、融資機

関、市町村及び広域本部等農業普及・振興課、熊本県畜産協会等からなる指導班を



設置し、経営改善の指導を行うものとする。 

２  融資機関は、借入者の新規投資を極力抑制することとし、やむを得ないものについて

は、新規投資の妥当性及び経営改善効果、償還計画等について、指導班で検討を行い、

計画達成に問題がないことを確認したうえで、別記第２１－１号様式により知事の承認

を受けるものとする。 

 また、必要な修理、緊急を要する場合及び金額が少額な場合等、真にやむを得ない場合

は、指導班で検討及び確認を行ったうえで投資を行うとともに、別記第２１－２号様式

により団体支援課に報告するものとする。 

３  融資機関は、経営改善計画の見直し期間終了後も計画が達成されるまでの間、経

営の状況を確認し、必要に応じて支援を行うものとする。 

 

（雑則） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 附  則 

１ この要領は、平成３０年５月８日から施行する。 

２ この要領の施行により、熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領（平

成２５年３月２９日付け団支第８９４号及び平成２０年７月２５日付け団支第

５９６号）（以下、「旧要領）という。）は廃止する。 

３ 前項の規定による廃止前の旧要領による助成については、本要領による助成

とみなす。 

附  則 

  この要領は、平成３１年３月２８日から施行する。 

附  則 

  この要領は、令和３年６月７日から施行する。 

附 則 

   この要領は、令和４年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和５年７月１２日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 
 

添  付  書  類  名 様 式 名 

 

新規 

 

  見直し 

 審査用 指導班 

経営改善計画（新規・見直し）の概要 別記第１２号様式 〇 〇 〇 

技術分析表 別記第１３号様式 ○ ○ 〇 

 家畜飼養進度表  別記第１４号様式 ○ 
△ 

該当の場合 

△ 

該当の場合 

 生活設計  別記第１５号様式 ○ 
△ 

該当の場合 

△ 

該当の場合 

 農業用施設機械の整備状況  別記第１６号様式 ○   

 取決め書 
（申請者が60歳以上の場合及び経営継 

承資金の場合） 
 別記第１７号様式 ○   

 貸出先残高照会票 
（負債残高を証明するもの） ― ○ ○ ○ 

 過去３カ年の税務申告書 
（見直しについては前年分のみ） ― ○ ○ ○ 

前年度計画承認時の重点留意事項の履行
状況  別記第１９号様式  〇 〇 

 新規投資計画（今後の計画）  別記第２１―１号様式  
△ 

該当の場合 

△ 

該当の場合 

 新規投資実績（計画承認後実施案件）  別記第２１―２号様式  
△ 

該当の場合 

△ 

該当の場合 

 大家畜・特別支援資金の貸付けに関する

意見書 
 別記第２２号様式 ○   

 特別指導班運営状況報告  別記第２３号様式 ○ ○ ○ 

 農家別経営改善指導記録簿  別記第２４号様式   ○ 

経営収支・技術分析表の算出基礎  別記第２５号様式 ○   

みどりのチェックシート（畜産） 

「畜産における「みどりの

チェックシート」及び解説

書について」（令和４年１

０月３１日付け４畜産第１

６６０号畜産局企画課長通

知）で定めたチェックシー

ト 

〇 
△ 

該当の場合 

△ 

該当の場合 

配合飼料価格安定制度への加入促進 確認できる書類 〇 
△ 

該当の場合 

△ 

該当の場合 

 



別記第１号様式 

 

熊本県大家畜・養豚特別支援資金融資機関指定承認申請書 

 

                               年  月  日 

 

 

 熊本県知事 様 

 

 

融資機関 住所 

                     代表者名              

 

 

 

 熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領第４条の（４）の規定に基づき、熊本県

大家畜・養豚特別支援資金の取扱い融資機関としての指定を受けたく申請します。 

記 

１ 指導体制の状況 

  （融資対象者に対する指導体制の状況及び支援方針について記載すること） 



別記第２号様式 

 

熊本県大家畜・養豚特別支援資金融資機関指定通知書 

 

                                 番     号  
    年  月  日   

 

             様 

 

 

熊本県知事              

 

 

 熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領第４条の（４）の規定に基づき、熊本県

大家畜・養豚特別支援資金の取扱い融資機関に指定しましたので通知します。 

 



別記第３号様式 
 

熊本県大家畜・養豚特別支援資金経営改善計画承認申請書 
 

    年  月  日   
 
 
 
  熊本県知事 
  市町村長          様 
  融資機関長 
 
 

（借入者）住 所                          
 氏 名           

年 齢  歳      
 
 
 
 熊本県大家畜・養豚特別支援資金を借入したいので、熊本県大家畜・養豚特別支援
資金事務取扱要領第７条の１の規定により経営改善計画を添えて申請します。 
 
 
 
 
 



別記第４号様式 
 

熊本県大家畜・養豚特別支援資金支援計画等承認申請書 
 

番     号  
    年  月  日   

 
 熊本県知事 
  市町村長      様 
 
 

融資機関長              
 
 
 熊本県大家畜・養豚特別支援資金の貸付けを行いたいので、熊本県大家畜・養豚特
別支援資金事務取扱要領第７条の２の規定により支援計画を添えて申請します。 
 

記 
 
 

 資 金 の 
 
 種    別 

 ふ り が な 
 
 貸 付 者 氏 名 

 貸  付  額 
 
     (千円) 

 償還期間 
 
 （据置） 

 貸付利率 
 
     (％) 

 
 経営類型 

 
     備  考 

        (  )    

        (  )    

        (  )    

        (  )    

        (  )    

        (  )    

        (  )    

        (  )    

        (  )    
 
 
 
 
 



別記第５号様式 
 

熊本県大家畜・養豚特別支援資金補助対象事業承認申請書 
 

番     号  
    年  月  日   

 
 
  熊本県知事        様 
 
 

市町村長            
 
 
 熊本県大家畜・養豚特別支援資金に係る補助対象事業を実施したいので、熊本県大
家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領第７条の３の規定により関係書類を添えて申請
します。 
 

記 
 
 

 
 融 資 機 関 名 

 資金の 
 
 種  別 

 
 貸 付 者 氏 名 

 貸  付  額 
 
     (千円) 

 市町村利子補給率  
   備  考      (％)  うち県補助率 

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
 
 
 



別記第６号様式
（電算様式第８号）

○○○○○様

さきに申請がありました標記資金の貸付に係る利子補給については、下記のとおり承認したので通知します。

年 月

熊本県知事  ○ ○  ○ ○　　　　　　

　機関コード

細
目
１

細
目
２

細
目
３

細
目
４

細
目
５

県振興局 　融資機関名

市町村
コ ー ド

債務
保証

貸付利率
％

転貸
資 金 別 内 容 県単

上乗
該当

利 子 補 給 率 （ ％ ）
承 認 番 号

金融機関

熊本県大家畜・養豚特別支援資金事業計画承認通知書

　　 　　第　　　　　　号
　　　　　　年　　　月　　　日

第 １ 回
償 還 日

第 １ 回 ２回以降 最 終 回

償 還 額 （ 円 ）
償還期間
据置期間

氏 名
承 認 額

千 円
承 認 日

貸 付
予 定 日

中央畜産会 県 市 町 村



別記第７号様式

○○○○○様

さきに申請がありました標記資金の貸付けに係る支援計画については、下記のとおり承認したので通知します。

年 月

熊本県知事  ○ ○  ○ ○　　　　　　

県単
上乗
該当

　県振興局 　　融資機関名 　機関コード

細
目
１

細
目
２

細
目
３

細
目
４

細
目
５

市町村
コ ー ド

債務
保証

転貸
利 子 補 給 率 （ ％ ）

中央畜産会 県 市 町 村 金融機関

熊本県大家畜・養豚特別支援資金融資機関支援計画承認通知書

　　 　　第　　　　　　号
　　　　　　年　　　月　　　日

第 １ 回
償 還 日

第 １ 回 ２回以降 最 終 回

償 還 額 （ 円 ）
償還期間
据置期間

貸付利率

％
承 認 番 号 氏 名

承 認 額
千 円

承 認 日

貸 付
予 定 日

資 金 別 内 容



別記第８号様式
（電算様式第９号）

○○○○○様

さきに申請がありました標記資金の貸付けに係る補助対象事業については、下記のとおり承認したので通知します。

年 月

熊本県知事  ○ ○  ○ ○　　　　　　

　県振興局 　　融資機関名 　機関コード

　　　 　　　年　　　月　　　日

第 １ 回
償 還 日

第 １ 回 ２回以降 最 終 回

償 還 額 （ 円 ） 償 還 期
間 据 置
期 間

資 金 別 内 容
県
単
上
乗

県 市 町 村
金 融 機

関

市 町
村コー

ド

債
務
保
証

転
貸

承 認 番 号 氏 名
承 認 額

千 円
承 認 日

貸 付
予 定 日

貸 付 利
率

　　　　　　　
％

利 子 補 給 率 （ ％ ）

中央畜産会

熊本県大家畜・養豚特別支援資金補助対象事業承認通知書

　　 　　第　　　　　　号

細
目
１

細
目
２

細
目
３

細
目
４

細
目
５



 別記第９号様式 
（電算様式第27号） 
 
 

熊本県大家畜・養豚特別支援資金貸付実行報告書 
 
 
 熊本県知事         様 
 

 さきに承認を受けました標記資金について下記のとおり貸付実行いたしましたので報告します。 
  

 
                                                              融資機関長 

 年  月  県振興局  融資機関名 支店名  機関コード 支店コード 

       
 
  

 
 承認番号 

 
 氏 名 

 
 実行額 

 
 千円 

 
 第１回 
 償還日 

償 

還 

額 
 円 

 
  

第１回 
 償還 
 期間 
 
 据置 
 期間 

 
 県補給率 
 

 ％ 

 
 市町村 
 
 コード 

 
 債 
 務 
 保 
 証 

 
 転 
 ・ 
 貸 

 資金別内容  
 実行日 

 
 公 庫 
 貸 付 
 決定日 

 
変更実行額 
 
       千円 

 
 

借入金利 
   ％ 
金利適用の 

状 況 

 
 資金交付日 
 資金交付額 
    千円 
 (公庫のみ) 

 貸出番号 
 (農協系) 

 
 チ 
 ェ 
 ッ 
 ク ２回以降 

 細 
 目 
 １ 

 細 
 目 
 ２ 

 細 
 目 
 ３ 

 細 
 目 
 ４ 

 細 
 目 
 ５ 

 貸付決定番号 
 (公庫系) 

最終回 

                       

  
・利子補給承認 

・貸付実行 

 
  

 



別記第１０号様式 
 

熊本県大家畜・養豚特別支援資金経営改善計画見直し承認申請書 
 
 

    年  月  日   
 
 
 
  熊本県知事 
  市町村長          様 
  融資機関長 
 
 
 

（借入者）住 所               
氏 名               

年 齢  歳      
 
 
 
 経営改善計画を見直しましたので、熊本大家畜・養豚特別支援資金事務取扱要領第
８条の１及び第９条の４の（１）の規定により経営改善計画を添えて申請します。 
 
 



別記第１１号様式 
 

熊本県大家畜・養豚特別支援資金支援計画等見直し承認申請書 
 

番     号  
    年  月  日   

 
 
  熊本県知事        様 
 （市町村長経由） 
 

融資機関長              
 
 
 融資機関支援計画を見直しましたので、熊本県大家畜・養豚特別支援資金事務取扱
要領第８条の２及び第９条の４の（２）の規定により支援計画を添えて申請します。 
 

記 
 
 

資金の 
 

種  別 
 

貸 付 者 氏 名 

 

営農類型 
 
 

貸 付 
 

年 度 

 
備 考 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 



別記第１２号様式 

 

経営改善計画（新規・見直し）の概要 
 

経営体名：      （年齢  ）、融資機関名：      、市町村名：      

                  

１ 経営の概要 

  （１）現況  （家族   名：  労働力   名） 

（経営の概要を簡潔に記述する。） 

 

 

（２）経営改善計画の概要（畜特資金借入年度：  年） 

（経営改善計画の概要を簡潔に記述する。）  

 

 

   常時飼養頭数 

 

 

 

    

   （畜種や頭数に変更がある場合は、その内容を記載する。） 

 

２ 負債について 

 （１）負債の原因（借入前の負債の発生要因を簡潔に記述する） 

 

 

 （２）負債の現状                                 （千円） 

 

 

 

 

 

 

 

（負債の現状や増減の理由を簡潔に記載する。※は中央畜産会のシステムと一致させる。） 

 

 

３ 計画の達成状況 

（１）収支                               （千円） 

 

 

 

 

 

   

（簡潔に状況を記述する。計画が未達の場合は、その理由を記述する。） 

 

 

 

 
畜種名 

計画認定時 
（ ） 

前年計画 
（ ） 

前年実績 
（ ） 

本年度計画 
（  ） 

目標 
（  ） 

    頭    頭    頭    頭    頭 

    頭    頭    頭    頭    頭 

負債残高 ３年前実績 

（  ） 

前々年実績 

（  ） 

前年計画 

（  ） 

前年実績 

（  ） 

本年度計画 

（  ） 

目標 

（  ） 

購買未

払金等 

寄託牛             

ＡＢＬ                

営農口座               

未払金他             

 計※             

負債計※       

 前々年実績 
（  ） 

前年計画 
（  ） 

前年実績 
（   ） 

本年度 
（   ） 

次年度 
（   ） 

目標 
（  ） 

農業収入       

農業所得       

償還財源       

約定償還金       

差引余剰       



 

（２）生産改善状況 

 

 

 

 

 

 

（生産改善状況を簡潔に記述する。） 

 

 

 

４ 指導項目（当該経営体の課題から指導項目を記述する。） 

 ① 

 ② 

 ③ 

 ④ 

 ⑤ 

 

５ 経営改善のポイント 

（４の指導項目のうち最重点指導項目を３つ以内で設定し、指導内容や改善状況を記述する。） 

（１） 

 

（２） 

 

（３） 

  

 

６ 今後の展望 

（今後の改善内容） 

 

 

 

７ 新規投資の内容（内容、投資額） 

 （本年度計画及び前回計画後の実績を簡潔に記載する。本年度計画する５０万円以上の案件は、別

記第２１―１号様式を添付する。） 

 

 

 

８ 指導班の検討結果 

（１）検討内容・特記事項 

  （指導班における具体的な検討内容等を記載してください。） 

 

 

（２）改善計画（実績）に対する指導班の所見 

  （指導班による本改善計画（実績）の達成状況の評価を記載ください。） 

 

 

 

畜種別指標 前々年実績 

（  ） 

前年計画 

（  ） 

前年実績 

（   ） 

本年度 

（   ） 

次年度 

（  ） 

目標 

（  ） 

①         

②       

③       

④       

⑤       



 

記入上の注意 

 

１．生産改善状況表（３の（２））の畜種別指標は以下の項目とし、技術分析表（別記様式第

１３号）から転記して記入する。 

 

酪農経営 肉用牛肥育経営 肉用牛繁殖経営 ほ育・育成経営 養豚経営 
①分娩間隔 
②１頭当たり乳量 
③乳飼比 
④生乳販売単価 
⑤ぬれ子事故率 

①枝肉重量 
②格付上位率 
③平均肥育日数 
④一日当たり増体重 
⑤事故率 

①分娩間隔 
②平均販売体重 
③販売時日齢 
④平均種付回数 
⑤１頭当たりの生

産費用 

①平均出荷生体重 
②飼養期間 
③肥育回転率 
④一日当たり増体重 
⑤事故率 

①枝肉重量 
②格付上位率 
③平均肥育日数 
④一日当たり増体重 
⑤事故率 

 



別記第１３号様式－大家畜（酪農）

酪農技術分析表 　　月～　　月（農協名）　　　　　（申請者名）      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日　　／　　／

実 績 実 績 前年実績 計画年次 計画年次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目

　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 月まで 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

総 分 娩 回 数（①回）×100
成 牛 常 時 飼 養 頭 数 （②　　頭）

３６５
１ 頭 平 均 分 娩 率 （(1) 　％）
搾 乳 牛 常 時 飼 養 頭 数（③頭）×100
成 牛 常 時 飼 養 頭 数 （②　　頭）
成 牛 導 入 頭 数（④頭）×100
成 牛 常 時 飼 養 頭 数 （②　　頭）
廃牛の利用年数の合計 （⑤　　年）
廃 牛 の 頭 数 （⑥　　頭）
種 付 延 回 数 （⑦　　回）
受 胎 頭 数 （⑧　　頭）
飼 料 実 面 積 （⑨　　ａ）
成 牛 常 時 飼 養 頭 数 （②　　頭）
産 乳 量 （⑩　　㎏）
成 牛 常 時 飼 養 頭 数 （②　　頭）
産 乳 量 （⑩　　㎏）
搾 乳 牛 延 頭 数 （⑪　　頭）
購 入 飼 料 費 （⑫　千円）
生 乳 販 売 高 （⑬　千円）
乳 脂 量（⑭㎏）×100
産 乳 量 （⑩　　㎏）
事 故 頭 数（⑮頭）×100
正 常 産 子 数 （　　　頭）
子 牛 出 荷 齢 の 合 計 （　　　日）
子 牛 出 荷 頭 数 （　　　頭）
子 牛 総 販 売 額 （　　千円）
子 牛 出 荷 頭 数 （　　　頭）
生 乳 販 売 高 （⑬　　円）
生 乳 販 売 量 （⑯　　㎏）
生 産 費 用 （⑰　　円） (出荷乳量)

生 乳 販 売 量 （⑯　　㎏）
※直近月までの出荷量

(9)

成牛１頭当り飼料実面積(ａ)

(5) 平均廃牛耐用年数　　　(年)

(2) 平均分娩間隔　　　　　(日)

乳牛稼働率　　　　　　(％)(3)

乳牛更新率　　　　　　(％)

生乳１㎏当り生産費用　(円)
（家族労働費を除く）

(16)

乳脂率　　　　　　　　(％)(11)

(12) ぬれ子事故率　　　　　(％)

子牛平均出荷日齢　　　(日)(13)

(10) 乳飼比　　　　　　　　(㎏)

説　　　　　明項　　　　　目

(1) １頭平均分娩率　　　　(％)

(14) 子牛平均販売単価　　(千円)

(15) 生乳販売単価　　　(円／㎏)

(8) １頭当り乳量　　　　　(㎏)

１日１頭当り乳量　　　(㎏)

平均種付回数　　　　　(回)(6)

(7)

(4)



別記第１３号様式－大家畜（繁殖）

繁殖牛技術分析表 　　月～　　月（農協名）　　　　　（申請者名）      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日　　／　　／

実 績 実 績 前年実績 計画年次 計画年次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目

　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　月まで 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

延 飼 養 頭 数 （①　　頭）

３６５

分 娩 回 数（②回）×100

繁 殖 牛 飼 養 頭 数 （(1) 　頭）

１２

生 産 率 （(2) 　％）

繁 殖 牛 頭 数 （(1) 　頭）

繁 殖 牛 更 新 頭 数 （②　　頭）

子 牛 販 売 時 体 重 合 計 （④　　㎏）

子 牛 販 売 時 日 齢 合 計 （⑤　　日）

飼 料 実 面 積 （⑥　　ａ）

繁 殖 牛 飼 養 頭 数 （(1) 　頭）

子 牛 販 売 価 格 合 計 （④　　円）

子 牛 販 売 頭 数 （⑦　　頭）

子 牛 販 売 時 体 重 合 計 （④　　㎏）

子 牛 販 売 頭 数 （⑦　　頭）

子 牛 販 売 時 日 齢 合 計 （⑤　　日）

子 牛 販 売 頭 数 （⑦　　頭）

種 付 延 回 数 （⑧　　回）

受 胎 頭 数 （⑨　　頭）

繁殖部門生産費用合計 （　　　円） (出荷頭数)

子 牛 販 売 ・ 保 留 頭 数 （⑦　　頭）

※直近月までの出荷量

子牛１頭当り生産費用　　(円)
（家族労働費を除く）

(11)

(9)

(10) 平均種付回数　　　　　　(回)

子牛販売時日齢　　　　　(日)

(2) 生産率　　　　　　　　　(％)

子牛平均販売価格　　　　(円)

(8)

更新年限　　　　　　　　(年)(4)

(3) 分娩間隔　　　　　　　　(月)

(5) 子牛販売時日齢体重　　　(㎏)

子牛平均販売体重　　　　(㎏)

項　　　　　目

(1) 繁殖牛常時飼養頭数　　　(頭)

繁殖牛１頭当り飼料実面積(ａ)(6)

(7)

説　　　　　明



別記第１３号様式－大家畜（肥育）

肥育牛技術分析表 　　月～　　月 （農協名）　　　　　（申請者名）      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日　　／　　／

実 績 実 績 前年実績 計画年次 計画年次 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　月まで 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

年間延飼養頭数 （①　　頭）

３６５

販売総額 （②　　円）

販売頭数 （③　　頭）

出 荷 総 体 重 （④　　㎏）

販 売 頭 数 （③　　頭）

出 荷 総 枝 肉 重 量 （⑤　　㎏）

販 売 頭 数 （③　　頭）

出 荷 総 枝 肉 重 量 （⑤　　㎏）

出 荷 総 生 態 重 量 （④　　㎏）

枝 肉 販 売 額 （⑥　　円）

出 荷 総 枝 肉 重 量 （⑤　　㎏）

上 （ 中 ） 物 頭 数 （⑦　　頭）

販 売 頭 数 （③　　頭）

肥 育 延 日 数 （⑧　　日）

販 売 頭 数 （③　　頭）

３６５

平均肥育日数（(8) 日）
素牛総購入額（⑨ 円）

素牛購入頭数（⑩ 頭）

素牛総生体重（⑪ ㎏）

素牛購入頭数（⑩ 頭）

肥 育 延 日 数

濃 厚 飼 料 総 消 費 量 （⑦　　kg）

総 増 体 重 （③　　kg）

事 故 頭 数 （⑧　　頭）

常 時 飼 養 頭 数 （(1) 　頭）

肥 育 延 日 数

生 産 費 用 （⑯　千円） (出荷頭数)

出 荷 総 枝 肉 重 量 （⑤　　㎏）

※直近月までの出荷量

項　　　　　目

(1) 常時飼養頭数　　　　(頭)

平均肥育日数　　　　(日)

(9)

(11) 素牛平均体重　　　　(kg)

肥育回転率　　　　　(％)

説　　　　　明

販
売
分

販
売
分

当
期
購当
期
購

(5) 枝肉歩留率　　　　　(％)

枝肉単価　　　　　　(円)(6)

(7) 上（中）物率　　　　(％)

(8)

(2) 平均販売価格　　　　(円)

(3) 平均出荷生体重　　　(㎏)

平均枝肉重量　　　　(㎏)(4)

枝肉１㎏当り生産費用(円)
（家族労働費を除く）

(12) １日当り増体重　　　(㎏)

(13) 飼料要求率　　　　　(㎏)

(10) 素牛平均購入価格　　(円)

(14)

(16)

事故率　　　　　　　(％)

(15) １日当り増価額　　　(円)

×100

×100)
常時飼養頭数

販 売 頭 数

×100

販 売 総 額 （ ② 円 ） － 素 牛 総 購 入 額 （ ⑨ 円 ）

（⑧　　日）　

　素牛購入頭数（⑩’頭）

出荷総生体重（④ ㎏）－その導入時子牛総重量（⑫ ㎏）

（⑧　　日）　

×100(又は

　素牛総購入額（⑨’円）

　素牛購入頭数（⑩’頭）

　素牛総生体重（⑪’㎏）

×100



別記第１３号様式－養豚（子取り用）

子取り用雌豚技術分析表 　　月～　　月（農協名）　　　　　（申請者名）      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日　　／　　／

実 績 実 績 前年実績 計画年次 計画年次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目
　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　月まで 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

延 飼 養 頭 数 （頭）

３６５

分 娩 回 数 （回）×100

子 取 り 用 雌 豚 飼 養 頭 数 （頭）

１２

生 産 率 （％）

子 取 り 用 雌 豚 頭 数 （頭）

子 取 り 用 雌 豚 更 新 頭 数 （頭）

子 豚 販 売 時 体 重 合 計 （㎏）

子 豚 販 売 時 日 齢 合 計 （日）

産 出 子 豚 総 数 （頭）

子 取 り 用 雌 豚 飼 養 頭 数 （頭）

子 豚 販 売 価 格 合 計 （円）

子 豚 販 売 頭 数 （頭）

子 豚 販 売 時 体 重 合 計 （㎏）

子 豚 販 売 頭 数 （頭）

子 豚 販 売 時 日 齢 合 計 （日）

子 販 売 頭 数 （頭）

種 付 延 回 数 （回）

受 胎 頭 数 （頭）

子 取 り 部 門 生 産 費 用 合 計 （円）

子 豚 販 売 ・ 保 留 頭 数 （頭）

経 常 所 得 （円）×100

借 入 金 償 還 額 （円）

畜 舎 面 積 （㎡） (出荷頭数)

子 取 り 用 雌 豚 飼 養 頭 数 （頭）

※直近月までの出荷量

(13)
子取り用雌豚1頭当り畜舎面積
　　　　　　　　　　　 (㎡)

項　　　　　目 説　　　　　明

(1) 子取り用雌豚常時飼養頭数(頭)

(12)
経常所得対借入金償還額比率
　　　　　　　　　　　（％）

(3) 分娩間隔　　　　　　　　(月)

(2) 生産率　　　　　　　　　(％)

(4) 更新年限　　　　　　　　(年)

(5) 子豚販売時日齢体重　　　(㎏)

(6) １腹当たり平均頭数  　　(頭)

(7) 子豚平均販売価格　　　　(円)

(8) 子豚平均販売体重　　　　(㎏)

(9) 子豚販売時日齢　　　　　(日)

(10) 平均種付回数　　　　　　(回)

(11)
子豚１頭当り生産費用　　 (円)
（家族労働費を除く）



別記第１３号様式－養豚（肥育）

豚肥育技術分析表 　　月～　　月 （農協名）　　　　　（申請者名）      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成年月日　　／　　／

実 績 実 績 前 年 実 績 計 画 年 次 計 画 年 次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目

　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　月まで 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

年間延飼養頭数 （①　　頭）
３６５

販売総額 （②　　円）
販売頭数 （③　　頭）

出 荷 総 体 重 （④　　㎏）
販 売 頭 数 （③　　頭）
出 荷 総 枝 肉 重 量 （⑤　　㎏）
販 売 頭 数 （③　　頭）
出 荷 総 枝 肉 重 量 （⑤　　㎏）
出 荷 総 生 態 重 量 （④　　㎏）
枝 肉 販 売 額 （⑥　　円）
出 荷 総 枝 肉 重 量 （⑤　　㎏）
上 （ 中 ） 物 頭 数 （⑦　　頭）
販 売 頭 数 （③　　頭）
肥 育 延 日 数 （⑧　　日）
販 売 頭 数 （③　　頭）

３６５
平均肥育日数（(8) 日）
子豚総購入額（⑨ 円）

子豚購入頭数（⑩ 頭）

子豚総生体重（⑪ ㎏）

子豚購入頭数（⑩ 頭）

肥 育 延 日 数
濃 厚 飼 料 総 消 費 量 （⑦　　kg）
総 増 体 重 （③　　kg）
事 故 頭 数 （⑧　　頭）
常 時 飼 養 頭 数 （(1) 　頭）

肥 育 延 日 数
生 産 費 用 （⑯　千円） (出荷頭数)

出 荷 総 枝 肉 重 量 （⑤　　㎏）
※直近月までの出荷量

項　　　　　目 説　　　　　明

(1) 常時飼養頭数　　　 (頭)

(2) 平均販売価格　　　 (円)

(3) 平均出荷生体重　　 (㎏)

(5) 枝肉歩留率　　　　 (％) ×100

(4) 平均枝肉重量　　　 (㎏)

(7) 上物率　　　 　　　(％) ×100

(6) 枝肉単価　　　　　 (円)

(8) 平均肥育日数　　　 (日)

(9) 肥育回転率　　　　 (％) ×100(又は

当期
購入 　子豚購入頭数（⑩’頭）

　子豚総生体重（⑪’㎏）

(10) 子豚平均購入価格　 (円)
販
売
分

当期
購入

×100)
常時飼養頭数
販 売 頭 数

　子豚総購入額（⑨’円）

　子豚購入頭数（⑩’頭）

(16)
枝肉１㎏当り生産費用(円)
（家族労働費を除く）

(13) 飼料要求率　　　　 (㎏)

(14) 事故率　　　　　　 (％) ×100

(15) １日当り増価額　　 (円)
販 売 総 額 （ ② 円 ） － 子 豚 総 購 入 額 （ ⑨ 円 ）

（⑧　　日）　

(12) １日当り増体重　　 (㎏)
出荷総生体重（④ ㎏）－その導入時子牛総重量（⑫ ㎏）

（⑧　　日）　

(11) 子豚平均体重　　　 (kg)
販
売
分



別記第１４号様式（肉用牛繁殖部門）

家 畜 飼 養 進 度 表（大家畜）

前年実績 計画年次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目 ６ 年 目 ７ 年 目 ８ 年 目 ９ 年 目 10 年 目

　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

期首頭数①

分娩頭数②

導入頭数③

販売頭数④

うち廃用牛

振替頭数⑤

事故牛⑥

期末頭数⑦

〇項目の説明

育成牛　B

育成牛　B

育成牛→繁殖雌牛　B

子牛→育成牛　A

育成牛　B

育成牛　B

育成牛①B+③B-④B＋⑤A-⑤B-
⑥B

項　　　　　目

繁殖雌牛
①A+③A-④A+⑤B-⑥A

繁殖雌牛　A

子牛　C

子牛→他部門　C

繁殖雌牛　A

子牛　C

繁殖雌牛　A

子牛　C

雄

雌

繁殖雌牛　A

子牛　C

子牛①C+②+③C-④C-⑤A-⑤C-
⑥C

　繁殖雌牛：分娩経験があるもの
　育成牛：繁殖牛になるために飼養する分娩前のもの
　子牛：その年に生まれ、販売用として飼養しているもの（ただし、次年度に子牛を繰り越す場合は、前年に生まれ販売用として飼養している
牛を含む）

　振替頭数のうち、子牛→育成牛：繁殖後継牛として育成する子牛
　　〃　　　　　　　　　育成牛→繁殖雌牛：その年に初めて分娩を経験したもの
　　〃　　　　　　　　　子牛→他部門：繁殖以外の部門に供する子牛



別記第１４号様式（肉用牛肥育部門）

家 畜 飼 養 進 度 表（大家畜）

前 年 実 績 計 画 年 次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目 6 年 目 7 年 目 8 年 目 9 年 目 10 年 目

　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

期首頭数①

導入頭数②

販売頭数③

事故牛④

期末頭数⑤
①+②ｰ③-④

項　　　　　目



別記第１４号様式（酪農部門）

家 畜 飼 養 進 度 表（大家畜）

前 年 実績 計 画 年次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目 6 年 目 7 年 目 8 年 目 9 年 目 10 年 目

　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

期首頭数①

経産牛　A

搾乳牛

分娩頭数②

導入頭数③

販売頭数④

うち廃用牛

振替頭数⑤

事故牛⑥

期末頭数⑦

〇項目の説明

経産牛　A

子牛　C

育成牛
①B+③B-④B+⑤A-⑤B-⑥B

子牛→他部門　C

経産牛　A

子牛　C

育成牛　B

育成牛　B

子牛→育成牛　A

育成牛→経産牛　B

項　　　　　目

雄

雌

経産牛　A

子牛　C

子牛　C

育成牛　B

育成牛　B

子牛　①C+②+③C-④C-⑤A-⑤C-
⑥C

経産牛
①A+③A-④A+⑤B-⑥A

経産牛：分娩経験があるもの
育成牛：経産牛になるために飼養する分娩前のもの
子牛：その年に生まれ、販売用として飼養しているもの

振替頭数のうち、子牛→育成牛：その年に生まれ後継牛として育成するもの
　　　〃　　　　　　　育成牛→経産牛：その年に初めて分娩を経験したもの
　　　〃　　　　　　　子牛→他部門：その年に生まれ、酪農以外の部門に供するもの



別記第１４号様式

家 畜 飼 養 進 度 表（養豚）

【子豚、肥育豚】

前 年 実 績 計 画 年 次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目 ６ 年 目 ７ 年 目 ８ 年 目 ９ 年 目 １ ０ 年 目

　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

期首頭数①

子豚頭数

肥育豚頭数

分娩頭数②

雄

雌

導入頭数③

子　豚

肥育豚

販売頭数④

子　豚

肥育豚

事故頭数⑤

子　豚

肥育豚

子豚：　３ヶ月齢未満、肥育豚：　３ヶ月齢以上

【繁殖雌豚】

前 年 実 績 計 画 年 次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目 ６ 年 目 ７ 年 目 ８ 年 目 ９ 年 目 １ ０ 年 目

　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年 　　　年

繁殖雌豚：繁殖用に仕向けた雌豚

事故頭数

期末頭数

項　　　　　目

項　　　　　目

期首頭数

自家繁殖仕向け

導入頭数

廃用頭数



別記第１５号様式

生　活　設　計
前年実績 計画年次 ２ 年 目 ３ 年 目 ４ 年 目 ５ 年 目 ６ 年 目 ７ 年 目 ８ 年 目 ９ 年 目 １０年目

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

本人

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

家計費計（千円

そ の 他

教 育 費

耐久消費財費

娯 楽 交 際 費

年金・健保費

食 料 費

歳 歳 歳 歳 歳

共 済 掛 金

歳

住 居 費

高 熱 水 道 費

被 服 費

医 療 費

歳 歳

歳 歳 歳

歳

歳 歳歳 歳

歳歳

歳 歳 歳

歳 歳 歳

歳 歳 歳

歳 歳 歳 歳 歳

歳

歳 歳 歳

歳 歳

歳 歳 歳 歳

歳 歳 歳

歳 歳

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳歳

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

歳 歳 歳 歳

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

氏　　名
生年月日

続柄
年齢

歳 歳 歳 歳 歳



別記第１６号様式

農業用施設機械の整備状況

区分 番号 種　　　類 取得年月 価　　格 耐用年数 残存価格 更新予定年月 更新価格 共同利用
　　年　　月 千円 年 千円 　　年　　月 千円

1 トラクター　　ps
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 牛舎
2
3 堆肥舎
4
5 サイロ
6
7
8

施

設

農

業

用

機

械



別記第１７号様式 

 

取 決 め 書  

 

 

 

 後継者（甲）は、経営主（乙）が経営する大家畜又は養豚経営の主たる

従事者となることを取決め、甲及び乙はこれを了承した。 

 

 

 

    年  月  日    

 

 

 

       住    所 

            後継者（甲） 

       氏     名                     

 

 

 

       住    所 

            経営主（乙） 

       氏     名                     

 

 



別記第1９号様式

前年度計画承認時の重点留意事項の履行状況

融資機関名：
借受者氏名：

申
請
者

農
協

※履行状況については、具体的に記載する。

重点留意事項 履行状況



別記第２１－１号様式

新規投資計画（今後の計画）

投資規模
（数量
等）

所要額

うち
借入額

導入理由

※新規投資額が５０万円以上の場合に作成

妥当性の判断
（やむを得ない理由等を記載する。）

導入時期
　　　　　　　年　　　月　　　日
（予定）

指導班の所見

指導班の
判断

償還及び計画達成に問題がないかを記載する。

投資計画
の内容

千円

千円

名称等

経営改善
効果

償還計画

効果の内容
（今回の投資による具体的な経営改善効果を記載する。）

妥当性



別記第２１－２号様式

新規投資実績（計画承認後実施案件）

投資規模
（数量
等）

所要額

うち
借入額

導入理由

真にやむを得ない理由
（該当に〇を付ける）

妥当性 ①必要な修理

②緊急を要する場合

③金額が少額の場合

③その他

※新規投資が１００万円を超える場合は、議事録、検討資料を添付する。

償還計画

償還及び計画達成に問題がないかを記載する。
（今後の償還財源の確保、約定償還金、余剰等の資金繰り、購買未払金の推移等を踏ま
えて記載する。）

※新規投資額が５０万円以上の場合に作成

指導班の検
討状況

指導班開催日

　　年　　月　　日

指導班の所見

投資計画の
内容

名称等

千円

千円
導入日
　　　　　  　　年　　　月　　　日

左の判断に至った説明

経営改善
効果

改善効果



別記第２２－１号様式（経営改善資金(一般・残高借換)） 
 
 

大家畜・養豚特別支援資金の貸付けに関する意見書 
 
 

    年  月  日   
 
 
  熊本県知事        様 
 
 

融資機関長              
 
 
  借入希望者○○○○の経営改善資金（一般・残高借換）の貸付に係る意見について、畜産
特別資支援金融通事業実施要綱別添１の第２の３の（１）のイに基づき、提出します。 

記 
１  貸付対象者要件等  
 実施要綱別添１の第２の２の（３）又は（４）に定める要件に該当する者であることを確
認しました。 
また、借受希望者から提出された経営改善計画の別紙（別紙様式第1号－１から４の別紙）

の内容に相違ないことを確認しました。 
 
２ 計画の妥当性 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 償還可能性 
 
 
 
 
 
 
 
４  本資金の貸付けに係る経営改善の効果 
（これまでの経営改善指導による効果に加え、本資金の貸付け及び経営改善指導により期
待される効果を記入してください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記第２２－２号様式（経営改善資金(特認)） 
 
 

大家畜・養豚特別支援資金の貸付けに関する意見書 
 
 

    年  月  日   
 
 
  熊本県知事        様 
 
 

融資機関長              
 
 
  借入希望者○○○○の経営改善資金（特認）の貸付に係る意見について、畜産特別支援資
金融通事業実施要綱別添１の第２の３の（１）のイに基づき、提出します。 

記 
１  貸付対象者要件等 
 実施要綱別添１の第２の２の（３）又は（４）及び実施要綱別添１の第２の２の（９）の
イの（ア）又はウの（ア）に定める要件に該当する者であることを確認しました。 
また、借受希望者から提出された経営改善計画の別紙（別紙様式第1号－１から４の別紙）

の内容に相違ないことを確認しました。 
 
２ 計画の妥当性 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 償還可能性  
 
 
 
 
 
   
 
４  本資金の貸付けに係る経営改善の効果 
（これまでの経営改善指導による効果に加え、本資金の貸付け及び経営改善指導により期
待される効果を記入してください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記第２２－３号様式（経営継承資金） 
 
 

大家畜・養豚特別支援資金の貸付けに関する意見書 
 
 

     年  月  日   
 
 
  熊本県知事        様 
 
 

融資機関長              
 
 
  借入希望者○○○○の経営継承資金の貸付に係る意見について、畜産特別支援資金融通事
業実施要綱別添１の第２の３の（１）のイに基づき、提出します。 

記 
１  貸付対象者要件等 
 実施要綱別添１の第２の２の（３）又は（４）に定める要件に該当する者であることを確
認しました。 
また、借受希望者から提出された経営改善計画の別紙（別紙様式第1号－１から４の別紙）

の内容に相違ないことを確認しました。 
 
２ 計画の妥当性 
 
 
 
 
 
 
 
３ 償還可能性  
 
 
 
 
   
 
４  本資金の貸付けに係る経営改善の効果 
（これまでの経営改善指導による効果に加え、本資金の貸付け及び経営改善指導により
期待される効果を記入してください。） 
 
 
 
 
 
 



別記第２３号様式

地区名 借入者氏名

１．指導班構成（本年度）
所属機関 職名 氏名 所属機関 職名 氏名

※指導班のリーダ＾ーは◎を付ける。

２　指導班の主要な活動実績

各月の指導内容に、該当する機関は〇を付ける

JA 市町村 農業普及・振興課 畜産協会
その他

（具体的に）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

３．前年度指導実績(新規は申請までの期間）

主な指導内容

大家畜・養豚特別支援資金に係る特別指導班運営状況

生産技術面 経営管理面 生活面

月 指導項目



別記第２４号様式

地区名 氏名

組合長 常勤役員 参事 関係部合議 部長 主管部合議

（検証欄）

期日

巡回指導者

生
産
技
術
の
改
善

経
営
収
支
の
改
善

生
活
管
理
の
改
善

農家別経営改善指導記録簿

問題点

助言指導

問題点

助言指導

問題点

助言指導

　　　　年　　月　　日　　　　時～　　時

・草地の状況
・堆肥の状況
・乳牛の状況
・乳量、乳質
・飼料給与
・繁殖状況
・衛生管理
・畜舎環境
・農機の管理
・畜舎施設

・記帳の状況
・農協取引報告書
　　　　の保管と点検
・領収書等の保管状況
・毎月の収支の状況
　（収入向上）
　（経費節減）
・借入金の確認

・家計簿の記帳状況
・食費の自給状況
・家族の健康状況

指導項目



別記第２５号様式

　経営収支・技術分析表の算出基礎（例）

○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

肉用牛

事故牛

堆肥

計 　

素牛代

実質入金

飼料代

実質入金

ノコクズ代

衛生費

水道光熱費

諸材料費

小農具・備品費

修繕費

賃貸料

共済掛け金

販売費

一般管理費

車両費

マル緊積立金

保証料

その他

計

差引所得

補てん金

注）畜種や個人に会わせて項目は変更すること。年次は経営収支計画と整合性をとること。

支出

収入


